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(57)【要約】
【課題】微細構造物を利用してなる有機ＥＬ表示体を効
率よく製造したい。
【解決手段】図１（ａ）に示すように、絶縁性の孔開き
基板１０の表面の凹部１１内に微細構造物２０を嵌め込
む。孔開き基板１０には凹部１１の他に複数の貫通孔１
３を形成しておく。図１（ｂ）に示すように、孔開き基
板１０の表面を絶縁性の保護薄膜１２で覆う。図１
（ｃ）に示すように、表面に予め透明電極層１４が形成
された透明基板１５を用意し、その透明基板１５を孔開
き基板１０の裏面側に貼り付ける。そして、図１（ｄ）
に示すように、コンタクトホール１６を形成した後に、
インクジェット方式によって貫通孔１３内に発光層４３
を形成する。図１（ｅ）に示すように、コンタクトホー
ル１６内側を含む孔開き基板１０の表面をアルミニウム
等の金属層１７で覆い、その金属層１７をパターニング
して、図１（ｆ）に示すように陰極１８及び配線１９を
形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  有機ＥＬ素子を画素として利用した表示
体であって、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が作り込まれ
た複数の微細構造物が嵌め込まれる複数の凹部と、前記
画素の形成位置にて表裏面間を貫通する貫通孔と、を有
する絶縁性の孔開き基板を用いており、前記孔開き基板
の前記貫通孔内に有機ＥＬ層を含む発光層が形成されて
いることを特徴とする有機ＥＬ表示体。
【請求項２】  前記孔開き基板の前記貫通孔の表面側端
部に面取りを施している請求項１記載の有機ＥＬ表示
体。
【請求項３】  有機ＥＬ素子を画素として利用した表示
体の製造方法であって、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が
作り込まれた複数の微細構造物が嵌め込まれる複数の凹
部と、前記画素の形成位置にて表裏面間を貫通する貫通
孔と、を有する絶縁性の孔開き基板を用い、前記孔開き
基板の前記貫通孔内に有機ＥＬ層を含む発光層を形成す
ることを特徴とする有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項４】  有機ＥＬ素子を画素として利用した表示
体の製造方法であって、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が
作り込まれた複数の微細構造物が嵌め込まれる複数の凹
部と、前記画素の形成位置にて表裏面間を貫通する貫通
孔と、を有する絶縁性の孔開き基板を用い、
前記孔開き基板の前記凹部に前記微細構造物を嵌め込み
さらにその表面を絶縁性の保護薄膜で覆う微細構造物埋
め込み工程と、前記孔開き基板の裏面側に透明電極層及
び絶縁性の透明基板をこの順序で設ける透明電極層・透
明基板形成工程と、前記透明電極層が設けられた前記孔
開き基板の前記貫通孔内に有機ＥＬ層を含む発光層を形
成する発光層形成工程と、前記発光層が形成された前記
孔開き基板の表面に陰極及び配線を形成する陰極・配線
形成工程と、を備えたことを特徴とする有機ＥＬ表示体
の製造方法。
【請求項５】  前記孔開き基板の前記貫通孔の表面側端
部に面取りを施している請求項３又は請求項４記載有機
ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項６】  前記透明電極層・透明基板形成工程で
は、前記透明基板の表面に予め前記透明電極層を設けて
おき、その透明基板を、前記孔開き基板の裏面側に前記
透明電極層を内側にして貼り付ける請求項４又は請求項
５記載の有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項７】  前記発光層形成工程では、インクジェッ
ト方式により前記発光層を形成する請求項４乃至請求項
６のいずれかに記載の有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項８】  前記陰極・配線形成工程では、前記陰極
と前記配線とを別々に形成する請求項４乃至請求項７の
いずれかに記載の有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項９】  前記陰極・配線形成工程では、前記発光
層が形成された前記孔開き基板の表面を金属層で覆い、
その金属層をパターニングして前記陰極と前記配線とを*
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*同時に形成する請求項４乃至請求項７のいずれかに記載
の有機ＥＬ表示体の製造方法。
【請求項１０】  前記透明電極層・透明基板形成工程の
後であって前記発光層形成工程の前に、前記微細構造物
の表面に設けられている電極パッドに通じるコンタクト
ホールを、前記保護薄膜に形成するコンタクトホール形
成工程を備えた請求項９記載の有機ＥＬ表示体の製造方
法。
【請求項１１】  前記微細構造物嵌め込み工程では、液
体中で前記凹部内に前記微細構造物を嵌め込む請求項４
乃至請求項１０のいずれかに記載の有機ＥＬ表示体の製
造方法。
【請求項１２】  有機ＥＬ素子を画素として利用した表
示体に用いれる孔開き基板であって、絶縁性の材料から
なり、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が作り込まれた複数
の微細構造物が嵌め込まれる複数の凹部を表面に備える
とともに、前記画素の形成位置にて表裏面間を貫通する
貫通孔を備えたことを特徴とする孔開き基板。
【請求項１３】  前記孔開き基板の前記貫通孔の表面側
端部に面取りを施した請求項１２記載の孔開き基板。
【請求項１４】  発光素子を画素として利用した電気光
学装置であって、前記発光素子の駆動回路が作り込まれ
た複数の微細構造物が嵌め込まれる複数の凹部と、前記
画素の形成位置にて表裏面間を貫通する貫通孔と、を有
する孔開き基板を用いており、前記孔開き基板の前記貫
通孔内に発光層が形成されていることを特徴とする電気
光学装置。
【請求項１５】  発光素子を画素として利用した電気光
学装置の製造方法であって、前記発光素子の駆動回路が
作り込まれた複数の微細構造物が嵌め込まれる複数の凹
部と、前記画素の形成位置にて表裏面間を貫通する貫通
孔と、を有する孔開き基板を用い、前記孔開き基板の前
記貫通孔内に発光層を形成することを特徴とする電気光
学装置の製造方法。
【請求項１６】  請求項１４に記載の電気光学装置を備
えたことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、有機エレクトロ
ルミネッセンス（Electroluminescence,以下、ＥＬと略
記する）表示体及びその製造方法並びにそれに好適に用
いられる孔開き基板に関し、特に、有機ＥＬ素子の駆動
回路が作り込まれた微細構造物を備える表示体及びその
製造方法において、極めて効率的に有機ＥＬ表示体を製
造できるようにしたものである。
【０００２】
【従来の技術】従来から、電子回路要素が作り込まれた
微細構造物（microstructure）を利用して電子機器を製
造する方法が存在する（例えば、米国特許第５９０４５
４５号明細書、米国特許第５８２４１８６号明細書、米
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国特許第５７８３８５６号明細書、米国特許第５５４５
２９１号明細書等参照。）。
【０００３】即ち、微細構造物を利用した製造方法であ
ると、電子機器の基板上に多数の電子回路が散在するよ
うな構成であっても、半導体材料を無駄にしなくて済む
等の利点が享受できる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者等
は、鋭意研究の結果、有機ＥＬ表示体の製造方法への微
細構造物の利用の仕方として、先ずは、微細構造物内に
有機ＥＬ素子の駆動回路を作り込み、それを透明基板上
に配置し、さらに、配線形成工程、透明電極形成工程、
発光層形成工程、陰極形成工程等を順に経て有機ＥＬ表
示体を得る製造方法を完成させたところ、確かに、上記
のような微細構造物による利点を享受しつつ有機ＥＬ表
示体を製造できることは判明したが、実際に有機ＥＬ表
示体を採算ベースで量産するためには、さらなる改良が
望まれていた。
【０００５】本発明は、このような要求に基づいてなさ
れたものであって、極めて効率的に有機ＥＬ表示体を製
造することができる有機ＥＬ表示体の構造及びその製造
方法を提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項１に係る発明は、有機ＥＬ素子を画素として
利用した表示体であって、前記有機ＥＬ素子の駆動回路
が作り込まれた複数の微細構造物が嵌め込まれる複数の
凹部と、前記画素の形成位置にて表裏面間を貫通する貫
通孔と、を有する絶縁性の孔開き基板を用いており、前
記孔開き基板の前記貫通孔内に有機ＥＬ層を含む発光層
が形成されている。
【０００７】請求項２に係る発明は、上記請求項１に係
る発明である有機ＥＬ表示体において、前記孔開き基板
の前記貫通孔の表面側端部に面取りを施している。上記
目的を達成するために、請求項３に係る発明は、有機Ｅ
Ｌ素子を画素として利用した表示体の製造方法であっ
て、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が作り込まれた複数の
微細構造物が嵌め込まれる複数の凹部と、前記画素の形
成位置にて表裏面間を貫通する貫通孔と、を有する絶縁
性の孔開き基板を用い、前記孔開き基板の前記貫通孔内
に有機ＥＬ層を含む発光層を形成するようにした。
【０００８】上記目的を達成するために、請求項４に係
る発明は、有機ＥＬ素子を画素として利用した表示体の
製造方法であって、前記有機ＥＬ素子の駆動回路が作り
込まれた複数の微細構造物が嵌め込まれる複数の凹部
と、前記画素の形成位置にて表裏面間を貫通する貫通孔
と、を有する絶縁性の孔開き基板を用い、前記孔開き基
板の前記凹部に前記微細構造物を嵌め込みさらにその表
面を絶縁性の保護薄膜で覆う微細構造物埋め込み工程
と、前記孔開き基板の裏面側に透明電極層及び絶縁性の
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透明基板をこの順序で設ける透明電極層・透明基板形成
工程と、前記透明電極層が設けられた前記孔開き基板の
前記貫通孔内に有機ＥＬ層を含む発光層を形成する発光
層形成工程と、前記発光層が形成された前記孔開き基板
の表面に陰極及び配線を形成する陰極・配線形成工程
と、を備えた。
【０００９】請求項５に係る発明は、上記請求項３又は
４に係る発明である有機ＥＬ表示体の製造方法におい
て、前記孔開き基板の前記貫通孔の表面側端部に面取り
を施している。また、請求項６に係る発明は、上記請求
項４又は５に係る発明である有機ＥＬ表示体の製造方法
において、前記透明電極層・透明基板形成工程では、前
記透明基板の表面に予め前記透明電極層を設けておき、
その透明基板を、前記孔開き基板の裏面側に前記透明電
極層を内側にして貼り付けるようにした。
【００１０】そして、請求項７に係る発明は、上記請求
項４乃至請求項６のいずれかに係る発明である有機ＥＬ
表示体の製造方法において、前記発光層形成工程では、
インクジェット方式により前記発光層を形成するように
した。さらに、請求項８に係る発明は、上記請求項４乃
至請求項７のいずれかに係る発明である有機ＥＬ表示体
の製造方法において、前記陰極・配線形成工程では、前
記陰極と前記配線とを別々に形成するようにした。
【００１１】これに対し、請求項９に係る発明は、上記
請求項４乃至請求項７のいずれかに係る発明である有機
ＥＬ表示体の製造方法において、前記陰極・配線形成工
程では、前記発光層が形成された前記孔開き基板の表面
を金属層で覆い、その金属層をパターニングして前記陰
極と前記配線とを同時に形成するようにした。請求項１
０に係る発明は、上記請求項９に係る発明である有機Ｅ
Ｌ表示体の製造方法において、前記透明電極層・透明基
板形成工程の後であって前記発光層形成工程の前に、前
記微細構造物の表面に設けられている電極パッドに通じ
るコンタクトホールを、前記保護薄膜に形成するコンタ
クトホール形成工程を備えた。
【００１２】そして、請求項１１に係る発明は、上記請
求項４乃至請求項１０のいずれかに係る発明である有機
ＥＬ表示体の製造方法において、前記微細構造物嵌め込
み工程では、液体中で前記凹部内に前記微細構造物を嵌
め込むようにした。一方、請求項１２に係る発明は、有
機ＥＬ素子を画素として利用した表示体に用いれる孔開
き基板であって、絶縁性の材料からなり、前記有機ＥＬ
素子の駆動回路が作り込まれた複数の微細構造物が嵌め
込まれる複数の凹部を表面に備えるとともに、前記画素
の形成位置にて表裏面間を貫通する貫通孔を備えた。
【００１３】そして、請求項１３に係る発明は、上記請
求項１２に係る発明である孔開き基板において、前記孔
開き基板の前記貫通孔の表面側端部に面取りを施した。
【００１４】請求項１４に係る発明は、発光素子を画素
として利用した電気光学装置であって、前記発光素子の
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駆動回路が作り込まれた複数の微細構造物が嵌め込まれ
る複数の凹部と、前記画素の形成位置にて表裏面間を貫
通する貫通孔と、を有する孔開き基板を用いており、前
記孔開き基板の前記貫通孔内に発光層が形成されている
ことを特徴とする。
【００１５】請求項１５に係る発明は、発光素子を画素
として利用した電気光学装置の製造方法であって、前記
発光素子の駆動回路が作り込まれた複数の微細構造物が
嵌め込まれる複数の凹部と、前記画素の形成位置にて表
裏面間を貫通する貫通孔と、を有する孔開き基板を用
い、前記孔開き基板の前記貫通孔内に発光層を形成する
ことを特徴とする。
【００１６】請求項１６に係る発明は、請求項１４に記
載の電気光学装置を備えたことを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。図１乃至図３は本発明の第１の実
施の形態を示す図であり、図１は、有機ＥＬ表示体の製
造工程を示す断面図である。即ち、図１（ａ）に示すよ
うに、厚さ１００μｍ程度の合成樹脂等から構成された
絶縁性の孔開き基板１０の表面には、後に画素が形成さ
れる位置に近接して、複数の微細構造物２０が嵌め込ま
れている。微細構造物２０内には有機ＥＬ素子の駆動回
路が作り込まれており、その微細構造物２０の表面には
外部の電源等と電気的な接続を行うための複数の電極パ
ッド（図示せず）が形成されている。
【００１８】微細構造物２０自体の製造方法や孔開き基
板１０への嵌め込み方法等は、米国特許第５９０４５４
５号明細書、米国特許第５８２４１８６号明細書、米国
特許第５７８３８５６号明細書、米国特許第５５４５２
９１号明細書等に詳しいため、ここでは簡単に説明する
と、先ずは、図２に示すように、半導体ウエハ３０に公
知のフォトリソ工程等を用いてトランジスタや配線等か
ら構成される駆動回路を複数形成する。次いで、半導体
ウエハ３０の裏面を研磨して所定の厚さとした後に、分
割線３１に沿って分割して個々の微細構造物２０に分離
する。
【００１９】そして、図３に示すように、微細構造物２
０の裏面形状と嵌合可能な形状の凹部１１がプレス等に
よって形成された孔開き基板１０を、その上面を上方に
向けて液体３２中に載置するとともに、多数の微細構造
物２０を孔開き基板１０上面を沿うように液体３２中を
移動させることにより、微細構造物２０を凹部１１内に
嵌め込むというものである。なお、微細構造物２０の嵌
め込みが完了したら、その微細構造物２０の離脱を防止
するために、図１（ｂ）に示すように、孔開き基板１０
の表面を、絶縁性の保護薄膜１２で覆う（微細構造物嵌
め込み工程）。
【００２０】孔開き基板１０には、凹部１１の他に、そ
の表裏面を貫通する複数の貫通孔１３が形成されてお
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り、その貫通孔１３の形成位置は、この有機ＥＬ表示体
の画素の形成位置であり、その平面形状は、所望の画素
に比べて一回り大きい形状となっている。なお、保護薄
膜１２は、貫通孔１３の内面にも付着している。次い
で、図１（ｃ）に示すように、表面に予め透明電極（Ｉ
ＴＯ電極）層１４が形成されたガラス製或いは合成樹脂
製の透明基板１５を用意し、その透明基板１５を、孔開
き基板１０の裏面側に透明電極層１４が内側となるよう
に貼り付ける（透明電極・透明基板形成工程）。する
と、貫通孔１３の底部に、透明電極層１４が臨むことに
なる。
【００２１】そして、図１（ｄ）に示すように、公知の
フォトリソ工程によって保護薄膜１２を部分的に開口し
て、微細構造物２０の電極パッドに通じるコンタクトホ
ール１６を形成し（コンタクトホール形成工程）、さら
に、必要な撥水処理及び親水処理を施した後に、インク
ジェット方式によって液状の材料を画素形成領域として
の貫通孔１３上方からその底面に向けて塗布し、それを
乾燥させるという作業を繰り返すことにより、貫通孔１
３内に正孔注入層４１及び有機ＥＬ層４２からなる発光
層４３を形成する（発光層形成工程）。なお、インクジ
ェット方式により材料を貫通孔１３に選択的塗布して
も、現在のインクジェット方式であれば打ち込み位置精
度が極めて高いという点と、その貫通孔１３自体によっ
て材料の流出を防止するという点とによって、発光層４
３の形成位置は高精度に制御することができる。
【００２２】そして、図１（ｅ）に示すように、コンタ
クトホール１６内側を含む孔開き基板１０の表面を、蒸
着法或いはスパッタリング法によって、アルミニウム等
の金属層１７で覆い、さらに、その金属層１７を公知の
フォトリソ工程によってパターニングして、図１（ｆ）
に示すように、陰極１８及び配線１９を同時に形成する
（陰極・配線形成工程）。
【００２３】これによって、発光層４３に電流の供給が
可能となり、そこから発せられた光は、図１（ｆ）に示
すように、透明電極１４及び透明基板１５を通じて、そ
の透明基板１５の裏面側から外部に照射されるようにな
るから、透明基板１５の裏面側が有機ＥＬ表示体の表示
面となる。このように、本実施の形態によって、微細構
造物２０を利用してなる有機ＥＬ表示体を製造すること
ができる。
【００２４】そして、本実施の形態にあっては、貫通孔
１３が形成された孔開き基板１０を利用して有機ＥＬ表
示体を製造するようにしているから、透明基板上にバン
ク等を製造しつつ発光層等を形成する従来の有機ＥＬ表
示体の製造工程に比べて、製造工程が簡易で済み、それ
だけ製造コストの低減を図ることができる。また、本実
施の形態であれば、画素形成領域である貫通孔１３の下
方（透明基板１５側）には、配線や電子回路等は存在し
ないため、各画素の開口率を向上させる上で極めて有利
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7
な構成となっている。
【００２５】なお、本実施の形態では、陰極１８及び配
線１９を同時に形成することにより工程数の低減を図っ
ているが、これらを同時に形成することは本発明にとっ
て必須ではなく、別々の工程で形成してもよい。図４
は、本発明の第２の実施の形態を示す図であって、孔開
き基板１０の構成を示す断面図である。なお、孔開き基
板１０の形状が一部異なることを除けば、上記第１の実
施の形態と同様であるため、有機ＥＬ表示体の製造方法
についての図示及び説明は省略する。
【００２６】即ち、本実施の形態では、貫通孔１３の表
面側（凹部１１が形成された側）の端部（角部）を面取
りすることにより、そこにテーパ部１３ａを形成してい
る。このような構成であると、図１に示したような工程
で製造を行った場合に、金属層１７が貫通孔１３の角部
において断線する可能性を大幅に低減することができる
から、歩留まり向上が図られる等の利点がある。
【００２７】なお、上の実施形態では電気光学装置の一
例として有機ＥＬ表示体について説明しているが、駆動
回路が形成されている微細構造物を基板上の凹部に配置
する本発明は、有機ＥＬ表示体以外にも、プラズマディ
スプレイ等の自発光型の電気光学装置に適用が可能であ
る。
【００２８】＜電子機器＞次に、上述した電気光学装置
の一例として有機ＥＬ表示体を具体的な電子機器に用い
た例のいくつかについて説明する。
【００２９】＜その１：モバイル型コンピュータ＞ま
ず、この実施形態に係る有機ＥＬ表示体を、モバイル型
のパーソナルコンピュータに適用した例について説明す
る。図５は、このパーソナルコンピュータの構成を示す
斜視図である。図において、パーソナルコンピュータ１
１００は、キーボード１１０２を備えた本体部１１０４
と、表示ユニット１１０６とから構成されている。表示
ユニット１１０６は、有機ＥＬ表示パネル１００を有し
ている。
【００３０】＜その２：携帯電話＞次に、有機ＥＬ表示
体を、携帯電話の表示部に適用した例について説明す
る。図６は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。
図において、携帯電話１２００は、複数の操作ボタン１
２０２のほか、受話口１２０４、送話口１２０６ととも
に、上述した有機ＥＬ表示パネル１００を備えるもので
ある。
【００３１】＜その３：ディジタルスチルカメラ＞さら
に、有機ＥＬ表示体をファインダに用いたディジタルス
チルカメラについて説明する。図７は、このディジタル
スチルカメラの構成を示す斜視図であるが、外部機器と
の接続についても簡易的に示すものである。
【００３２】通常のカメラは、被写体の光像によってフ
ィルムを感光するのに対し、ディジタルスチルカメラ１
３００は、被写体の光像をＣＣＤ（Charge Coupled Dev*
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*ice）などの撮像素子により光電変換して撮像信号を生
成するものである。ここで、ディジタルスチルカメラ１
３００におけるケース１３０２の背面には、上述した有
機ＥＬ表示パネル１００が設けられ、ＣＣＤによる撮像
信号に基づいて、表示を行う構成となっている。このた
め、有機ＥＬ表示パネル１００は、被写体を表示するフ
ァインダとして機能する。また、ケース１３０２の観察
側（図においては裏面側）には、光学レンズやＣＣＤな
どを含んだ受光ユニット１３０４が設けられている。
【００３３】ここで、撮影者が有機ＥＬ表示パネル１０
０に表示された被写体像を確認して、シャッタボタン１
３０６を押下すると、その時点におけるＣＣＤの撮像信
号が、回路基板１３０８のメモリに転送・格納される。
また、このディジタルスチルカメラ１３００にあって
は、ケース１３０２の側面に、ビデオ信号出力端子１３
１２と、データ通信用の入出力端子１３１４とが設けら
れている。そして、図に示されるように、前者のビデオ
信号出力端子１３１２にはテレビモニタ１４３０が、ま
た、後者のデータ通信用の入出力端子１３１４にはパー
ソナルコンピュータ１４３０が、それぞれ必要に応じて
接続される。さらに、所定の操作によって、回路基板１
３０８のメモリに格納された撮像信号が、テレビモニタ
１４３０や、パーソナルコンピュータ１４４０に出力さ
れる構成となっている。
【００３４】なお、電子機器としては、図５のパーソナ
ルコンピュータや、図６の携帯電話、図７のディジタル
スチルカメラの他にも、液晶テレビや、ビューファイン
ダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビ
ゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプ
ロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端
末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そ
して、これらの各種電子機器の表示部として、上述した
表示装置が適用可能なのは言うまでもない。
【００３５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る有機
ＥＬ表示体及びその製造方法によれば、貫通孔が形成さ
れた孔開き基板を利用するようにしたため、製造工程が
簡易で済み、それだけ製造コストの低減を図ることがで
きるという効果がある。また、本発明に係る孔開き基板
によれば、本発明に係る有機ＥＬ表示体及びその製造方
法にとって好適な孔開き基板が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】  第１の実施の形態の製造工程を示す断面図で
ある。
【図２】  微細構造物の製造方法の説明図である。
【図３】  微細構造物を透明基板に填め込む工程の説明
図である。
【図４】  第２の実施の形態の孔開き基板の構成を示す
断面図である。
【図５】  本発明の電子機器の一例であるパーソナルコ
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ンピュータの構成を示す斜視図である。
【図６】  同電子機器の一例である携帯電話の構成を示
す斜視図である。
【図７】  同電子機器の一例であるディジタルスチルカ
メラの背面側の構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
１０        孔開き基板
１１        凹部
１２        保護薄膜
１３        貫通孔 *
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*１４        透明電極
１５        透明基板
１６        コンタクトホール
１７        金属層
１８        陰極
１９        配線
２０        微細構造物
４１        正孔注入層
４２        有機ＥＬ層
４３        発光層

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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